
 

23 
 

った場合、連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者

は、当該系統連系希望者を、所要工期が長期化したことを理由に辞退しなかっ

たものとし、それ以外の理由で契約申込みを申し込まなかった系統連系希望者

と同様に扱う。 
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７．契約申込み 

７．１ 契約申込み 

契約申込みの受付開始 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、再接続

検討の回答日より、契約申込みの受付を開始する。 
 前述の再接続検討の回答を受領した系統連系希望者は、回答内容を踏まえ、引

き続き募集対象となる送電系統への連系等を希望する場合には、再接続検討の

回答日から起算して、２０営業日以内に連系先となる送電系統を運用する一般

送配電事業者又は配電事業者に対し、契約申込みを行なわなければならない。 

契約申込みに必要な提出書類 

 契約申込みをする系統連系希望者は、契約申込みに必要な書類を連系先となる

送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者に提出する。なお、受付

期間内に申込みがなかった場合は、連系先となる送電系統を運用する一般送配

電事業者又は配電事業者は、当該系統連系希望者を辞退扱いとする。 

 契約申込みをする系統連系希望者は、連系先となる送電系統を運用する一般送

配電事業者又は配電事業者に対し、負担可能上限額を書面にて再申告※29する。 

 負担可能上限額の再申告に合わせ、必要となる保証金を連系先となる送電系統

を運用する一般送配電事業者又は配電事業者に支払い、その旨通知しなければ

ならない。ただし、追加の保証金が不要な場合は除く。 

(a) 契約申込みに必要な提出書類等 

 契約申込書 

 工事費負担金補償契約書※30 

 負担可能上限額再申告書 

 保証金（業務規程第８２条の２の規定に基づく算定方法に準じる）※31 

(b) 提出先、提出方法、提出部数 

 応募申込みと同様（４．２（１）（b）～（d）参照）。ただし、工事費負担金

補償契約書の提出部数は２部とする。 
 保証金に関しては６．１（３）参照。 

負担可能上限額の扱い 

 再接続検討申込みと同様に扱う※22。 

 

                                                   
※29：再接続検討申込み時に申告した負担可能上限額と同額以上の額とする。 

※30：系統連系希望者が捺印したものとする。 

※31：再申告に伴い、追加の保証金が必要となった場合は、支払済の保証金との差額を入金する。

振込手数料は系統連系希望者負担とする。 
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保証金の扱い 
 系統連系希望者は、契約申込みの締切り日までに支払う※32。 
 その他の扱いは再接続検討申込みと同様とする（６．１（３）参照）。 

契約申込みの受付 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、系統連

系希望者から契約申込みに必要な提出書類を受領した場合は、提出書類に必要

事項が記載されていること及び保証金が入金されていること※32を確認の上、契

約申込みを受け付ける。ただし、提出書類に不備がある場合には、提出書類の

修正を求め、不備がないことを確認した上で契約申込みを受け付ける。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契約申

込みを受付した場合は、契約申込みをした系統連系希望者に対し、その旨と回

答予定日を速やかに通知する。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、必要に

応じて、契約申込みをした系統連系希望者へ追加の資料を提出するよう求める

ことができる。 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、系統連

系希望者にとって提出書類に記載することが困難である場合において、代替の

データを使用する等により、当該事項の記載がなくても技術検討を実施できる

場合は、当該事項の記載を省略することを認めるものとする。その場合、系統

連系希望者は、記載を省略した事項に関する情報が明らかとなった時点で、連

系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者に対し、速や

かに通知しなければならない。 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契約申

込みの締切りまでに提出書類の修正がなされない場合は、当該系統連系希望者

の申込みを原則無効とし、辞退扱いとする。その場合、連系先となる送電系統

を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、当該系統連系希望者に対し、

その旨通知する。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者と契約申込

みをした系統連系希望者は、契約申込みの受付後、工事費負担金補償契約を締

結する（７．１（７）参照）。 

契約申込みの締切り 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、再接続

検討の回答日から起算して２０営業日後に、契約申込みの受付を締め切り、必

要な保証金が入金されているか否かを確認する。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契約申

込みの締切りまでに契約申込みをしていない系統連系希望者を辞退扱いとする。 
                                                   
※32：追加の保証金が不要な場合は除く。 
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 契約申込みの締切りまでに必要となる追加の保証金が入金されない場合、当該

系統連系希望者の負担可能上限額は再接続検討申込み時に申告した額とする。

その場合、連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者

は、当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
 契約申込みの締切以降、受付した提出書類の変更は原則認めない。 

工事費負担金補償契約 

(a) 工事費負担金補償契約の締結 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者と契約

申込みをした系統連系希望者は、工事費負担金補償契約（以下「補償契約」

という。）を締結する※33、34。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、期

限までに補償契約を締結しない系統連系希望者の契約申込みを無効とし、

辞退扱いとする。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契

約申込みを受付した全ての系統連系希望者と補償契約を締結後、契約申込

みに対する検討を開始する。 

(b) 工事費負担金補償契約の内容 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契

約申込みに対する検討の結果、補償契約を締結した系統連系希望者の工事

費負担金の額が契約申込みの際に申告した負担可能上限額以内である場合

は、当該系統連系希望者の工事費負担金を確定し、連系承諾を行う。 
 補償契約を締結した系統連系希望者は、当該契約の締結後、辞退した場合、

辞退扱いとなった場合又は一括検討の完了以降に連系等を行うことが不可

能又は著しく困難となった場合は、同契約に基づき工事費負担金補償金（以

下「補償金」という。）を負担する。ただし、一括検討の完了前に、次に掲

げる事情が生じた場合その他正当な理由がある場合は、補償契約に基づく

支払義務は免除される。 

① 工事費負担金が負担可能上限額を超過したことで辞退扱いとなった場

合 

② 技術検討（７．３参照）の回答における所要工期が、受領した直近の回

答よりも長期化したことを理由に、当該技術検討の回答日から起算して

                                                   
※33：契約申込みを受付後、契約申込みをした系統連系希望者が辞退することにより、契約申込み

を受付した他の系統連系希望者の工事費負担金の再算定が発生したことで、他の系統連系希望

者に不利益を与えることを防止することを目的としている。 

※34：一般送配電事業者及び配電事業者は、補償契約書の雛形をウェブサイトに公表する。一般送

配電事業者及び配電事業者は、その雛形を一括検討中に変更する場合は、応募申込みをした系

統連系希望者（辞退扱いとした系統連系希望者を除く）に対し、その旨説明する。 
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２０営業日以内に系統連系希望者が辞退する場合※35 

③ 増強工事の規模の縮小等により連系等を行うことが不可能又は著しく

困難となった場合 

④ 一括検討が中止となった場合 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、補

償契約に基づく支払義務が免除される系統連系希望者が発生した場合、当

該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 

 補償契約に基づき系統連系希望者が支払った補償金は、他の系統連系希望

者と共用する設備に係る工事費負担金に充当する。 

(c) 工事費負担金の補償 

 補償金の上限は、補償契約を締結した系統連系希望者が申告した負担可能

上限額とする。 
 補償金の額は、他の系統連系希望者と共用する設備に係る工事に関し、補

償金を負担する系統連系希望者を除外して算定した系統連系希望者の工事

費負担金と、他の系統連系希望者が補償契約締結時（他の系統連系希望者

の辞退発生等により、工事費負担金を変更した場合は、当該変更時をいう。）

に負担する予定であった工事費負担金との差額とする。 

(d) 補償契約を履行しない系統連系希望者に対する措置等 

 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、補

償契約を履行しない系統連系希望者から他の一括検討への申込みがあった

場合は、第三者の支払保証書類等（金融機関の債務保証等、他の系統連系

希望者に影響がないことを担保するもの）の提出を求める。また、系統連

系希望者が第三者の支払保証書類等の求めに応じない場合、連系先となる

送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、その系統連系希

望者の申込みは受け付けない。 

７．２ 現地調査の実施 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込みに対する回答のために現地調

査が必要と判断した場合は、現地調査を実施する。なお、現地調査の実施にあ

たって、一般送配電事業者及び配電事業者が必要と判断した場合、連系先とな

る送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者と系統連系希望者は損

害実費弁済契約等を締結する。 
 現地調査の実施に伴い一括検討に係る一般送配電事業者及び配電事業者間では、

必要に応じ依頼等の手続きを行う。 

 
                                                   
※35：系統連系希望者の都合による連系開始希望日（営業運転）の延伸を理由に辞退する場合は含

まれない。 
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７．３ 技術検討の実施 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、再接続検討回答以降に辞退又は辞退扱い

となった系統連系希望者等が発生した場合又は現地調査（７．２参照）の結果

等により、契約申込に伴う技術検討が必要であると判断した場合は、技術検討

を実施する。 

技術検討の実施 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、受付した全ての契約申込みの内容※36を前

提に技術検討を実施する。 
 技術検討の実施に伴い一括検討に係る一般送配電事業者及び配電事業者間では、

必要に応じ依頼等の手続きを行う。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込みを受付した系統連系希望者の

系統連系順位を原則同順位とみなす。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込みを受付した系統連系希望者の

申込内容を前提に契約申込みの回答に必要となる事項について検討を実施する

際に、Ｎ－１電制の適用による運用容量の拡大効果も踏まえて検討を行う。 

 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令及び費用負担ガイドライン並び

に一般送配電事業者及び配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方

法に基づき算出する。 
 一括検討の対象となり得る設備を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は、

系統連系希望者の工事費負担金が当該系統連系希望者の申告した負担可能上限

額以下である場合は、当該系統連系希望者の工事費負担金を負担可能として取

り扱う。また、工事費負担金が負担可能上限額を超過する場合は、当該系統連

系希望者を辞退扱いとする。その場合、一括検討の対象となり得る設備を運用

する一般送配電事業者及び配電事業者は、辞退扱いとした系統連系希望者を除

外し、除外した旨を、他の技術検討を実施する一般送配電事業者及び配電事業

者に対して連絡する。一般送配電事業者及び配電事業者は、当該系統連系希望

者以外の契約申込みをした系統連系希望者の契約申込みの内容を前提に、技術

検討を実施する（別紙３参照）。 

 検討の結果、負担可能上限額を超過することによる辞退扱いが連鎖することが

判明した場合は１０．８（１）に定めるとおり取り扱う。 

 全ての系統連系希望者が辞退又は辞退扱いになる場合、一括検討の対象となり

得る設備を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は既存の送電系統に増強

工事を要せずに連系可能な系統連系希望者がいるか検討する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込みをした系統連系希望者に対し、

技術検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めることがで

きる。この場合、連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電

                                                   
※36：契約申込みを受付後、辞退したものを除く。 
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事業者は、系統連系希望者に対し、必要となる理由を説明しなければならない。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、技術検討において、更なる辞退又は辞退

扱いとなる系統連系希望者がいなくなった時点で辞退扱いとなる系統連系希望

者を確定するとともに、工事費負担金を負担可能な系統連系希望者に対し連系

承諾を行う。 

系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要であることが判明した場合の手

続き 
 技術検討の結果、その系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要であるこ

とが判明した場合は、一括検討の対象となり得る設備を運用する一般送配電事

業者及び配電事業者は、本機関に対し、速やかに当該増強工事の概要等を報告

する。 

 

７．４ 契約申込みの回答 

契約申込みの回答 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契約申

込み受付の締切日から起算して原則６か月以内又は契約申込みを受付した系統

連系希望者と合意した期間以内に、契約申込みを受付した全ての系統連系希望

者に対し、契約申込みに対する検討結果を回答するとともに必要な説明を行う。

ただし、申込件数が著しく多い等の理由で、６か月又は契約申込みを受付した

系統連系希望者と合意した期間を超過することが判明した場合、連系先となる

送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、その理由、進捗状況

及び今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）について契約申込みを受付し

た系統連系希望者へ通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。

なお、現地調査及び技術検討が不要の場合は、連系先となる送電系統を運用す

る一般送配電事業者又は配電事業者は、速やかに契約申込みに対する検討結果

を回答し、必要な説明を行う。 
 合意可能な期間が契約申込みをした系統連系希望者ごとに異なる場合、連系先

となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、合意可能な期

間の中で最長の期間を合意した期間とする。なお、連系先となる送電系統を運

用する一般送配電事業者又は配電事業者が必要とする期間より短い期間で回答

する場合は、工事費負担金や工期が一括検討完了後に大きく変動する場合があ

る。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、技術検

討の結果、送電系統の連系可能量がなくなり、当該送電系統をノンファーム型

接続適用系統設備とする場合は、ノンファーム型接続適用系統として回答する。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、辞退扱

いとなった系統連系希望者に対し、辞退扱いとなった旨を書面にて通知し、保
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証金の扱い（６．１（３）参照）に基づき、当該系統連系希望者の保証金を返

還する※24。 

技術検討の結果、所要工期が長期化する場合の手続き 
 ７．３に基づく技術検討の結果、再接続検討又は前回の技術検討の結果よりも

所要工期が長期化する系統連系希望者がいる場合、連系先となる送電系統を運

用する一般送配電事業者又は配電事業者は、契約申込みの結果（連系承諾等）

を回答する前に、技術検討の結果を契約申込みをした全ての系統連系希望者に

回答するとともに、長期化を理由とした辞退の受付期間を設ける。 
 再接続検討又は前回の技術検討の結果よりも所要工期が長期化する回答を受領

した系統連系希望者は、技術検討の回答日から起算して２０営業日以内に所要

工期が長期化したことを理由に辞退を申し込むことができる。 
 所要工期が長期化したことを理由に系統連系希望者が辞退の申込みをした場合、

連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、当該系

統連系希望者の保証金を返還※24する。また、辞退扱いを通知した系統連系希望

者及び辞退した系統連系希望者を除外した形で技術検討を再度実施するととも

に、残る系統連系希望者へその旨通知する。 
 技術検討の回答日から起算して２０営業日後、辞退する系統連系希望者がいな

い場合、連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、

当該技術検討の結果を有効と判断し、契約申込みに対する結果（連系承諾等）

を回答する。 
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８．工事費負担金契約 

８．１ 工事費負担金契約の締結 

工事費負担金契約の締結 
 契約申込みに対する検討回答にて連系承諾を受領した系統連系希望者は、連系

承諾後１か月以内に、連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は

配電事業者と工事費負担金契約（以下「負担金契約」という。）を締結しなけれ

ばならない※37。ただし、工事費負担金がない場合、連系承諾を受領した系統連

系希望者は、連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業

者に対し、工事費負担金の確認書を提出することで、負担金契約の締結に代え

ることができる。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、１か月

を超えて負担金契約を締結しない系統連系希望者を、辞退扱いとする（１０．

８（２）参照）。 

工事費負担金の算出方法 
 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令及び費用負担ガイドライン並び

に一般送配電事業者及び配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方

法に基づき算出する。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、辞退し

た又は辞退扱いとなった系統連系希望者から没収した保証金を充当する。充当

先は、保証金を没収された系統連系希望者が契約申込みの回答において共用す

ることが見込まれた設備の概算工事費とし、充当する額は、共用することが見

込まれた設備の概算工事費の比で按分した額とする。 

８．２ 工事費負担金の入金 

負担金契約締結に伴う工事費負担金の入金 
 負担金契約を締結した系統連系希望者は、締結した負担金契約に基づき、連系

先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者に対し、工事費

負担金を支払う。 
 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者は、系統連

系希望者が負担金契約を締結し、工事費負担金を入金した場合は、当該系統連

系希望者が支払った保証金を当該系統連系希望者が負担する工事費負担金に充

当する。  
                                                   
※37：一般送配電事業者及び配電事業者は、負担金契約書の雛形をウェブサイトに公表する。一般

送配電事業者及び配電事業者は、その雛形を一括検討中に変更する場合は、応募申込みをした

系統連系希望者（辞退した又は辞退扱いとした系統連系希望者を除く）に対し、その旨説明す

る。 



 

32 
 

９．一括検討の完了 

一括検討の完了 
 一括検討に係わる一般送配電事業者及び配電事業者は、次のいずれかに該当す

る場合は一括検討を完了とする。 

(a) 負担金契約を締結した全ての系統連系希望者（一括検討から辞退した又は

辞退扱いとなった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく

困難となった者を除く）から工事費負担金の入金※38が確認された場合 

(b) 一括検討に応募申込みした全ての系統連系希望者が、辞退した又は辞退扱

いになった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく困難と

なったことが確認された場合 

(c) 系統連系希望者から応募申込みが行われなかったことが確認された場合 

 辞退した又は辞退扱いとなった系統連系希望者が一括検討で行った全ての行為

（開始申込み、応募申込み等）は一括検討の完了をもって全て無効となる。た

だし、締結した契約に関わる行為は除く。 

一括検討の結果の公表 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討の完了後遅滞なく、その結果を

一般送配電事業者及び配電事業者のウェブサイトに公表するとともに、本機関

に報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                   
※38：工事費負担金がない場合は、工事費負担金の確認書の提出に代えることができる。 
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１０．その他 

１０．１ 暫定容量確保と容量確定について 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討において暫定容量は各段階によ

り次のとおりとする。ただし、送電系統の容量を確保しなくとも、系統連系希

望者の利益を害しないことが明らかである場合は、この限りではない。 

期 間 対象となる送電系統 確保する容量 

一括検討の 
開始の公表※39～ 
応募の受付開始 

開始申込みを受付した系統

連系希望者の連系点の上位

系統 

開始申込みを受付した系統

連系希望者の最大受電電力

分 

応募の受付開始～ 
接続検討 

増強パターン提示時に公表

した設備及びその上位系統 
増強パターン提示時に公表

した最大連系可能量分 

接続検討～ 
再接続検討 

応募申込みを受付した系統

連系希望者の連系点の上位

系統 

応募申込みを受付した系統

連系希望者の最大受電電力

の合計分 

再接続検討～ 
契約申込み 

再接続検討申込みを受付し

た系統連系希望者の連系点

の上位系統 

再接続検討申込みを受付し

た系統連系希望者の最大受

電電力の合計分 

契約申込み※40～ 
連系承諾 

契約申込みを受付した系統

連系希望者の連系点の上位

系統 

契約申込みを受付した系統

連系希望者の最大受電電力

の合計分 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、連系承諾の通知時点又は一括検討を完了

する時点をもって、当該一括検討の結果に基づき暫定容量を確定させる。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討を中止する場合、暫定容量を取

り消す。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、各段階において暫定容量を確保した結果、

基幹系統の空き容量がなくなると判断した場合は、その時点で当該送電系統を

ノンファーム型接続適用系統とする。 

１０．２ 一括検討の中止について 

 一般送配電事業者及び配電事業者は以下の場合において、本機関と協議の上、

一括検討を中止することができる。 

(a) 一括検討開始後に生じた法令の改正、電気の需給状況の極めて大幅な変動、

倒壊又は滅失による流通設備の著しい状況の変化、用地交渉の不調等の事

                                                   
※39：２．３（a）又は２．３（ｂ）に該当し、一括検討を開始した場合は、本機関、若しくは一般

送配電事業者又は配電事業者が開始に際し必要と判断した送電系統の容量分を確保する。 

※40：技術検討をやり直す場合は、その都度暫定容量を見直す。その場合、一般送配電事業者及び

配電事業者は、その時点で辞退した又は辞退扱いを通知している系統連系希望者を、契約申込

みを受付した系統連系希望者から除外する。 
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情によって、連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合 

(b) 想定される増強工事の規模（工事費負担金の額及び工期を含む。）や過去の

事前相談及び接続検討の申込状況等を踏まえ、一括検討を継続したとして

も全ての系統連系希望者が連系できない蓋然性が高いと判断した場合 

 一括検討を中止する場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、開始申込みを

した系統連系希望者又は応募申込みをした系統連系希望者に対して、中止前に

意見を聴取する。ただし、意見を聴取することが不可能又は著しく困難である

場合はその限りではない。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討を中止する場合は、当該一括検

討の経過や中止する理由を公表するとともに、本機関に結果を報告する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から一括検討の中止又は中断の要

請があった場合は、当該要請に従うものとする。 
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１０．３ 募集対象エリアにおける系統アクセス業務 

一括検討期間中の系統アクセス関係の申込み 
 一括検討が開始された場合、募集対象エリアの送電系統の連系可能量（現状の

容量を含む）が全て暫定的に確保されることから、募集対象エリアでの系統ア

クセス関係の申込みは、次のとおり取り扱う。 

申込内容 取扱内容 補 足 

事前相談申込み 原則受付不可 ・一括検討によって募集対象エリア内の系統状

況が変動するため、原則受付不可とする。一

括検討が完了※41し、系統状況が確定した後に

受付する。 

・ただし、一括検討の完了前であっても、系統連

系希望者が「発電設備等の設置場所から連系点

（想定）までの直線距離」※42のみ回答を希望す

る場合は、受付する。 

接続検討申込み 原則受付不可 ・一括検討によって募集対象エリア内の系統状況

が変動するため、原則受付不可とする。一括検

討が完了※41し、系統状況が確定した後に受付す

る。 

 なお、新たな申込みは書類の受領までとし、検

討料は一括検討完了後に請求する。 

・ただし、発電設備等の変更※43を行う場合で、最

大受電電力の変更がないとき又は最大受電電

力が減少するときは、受付可とする※44※45。 

契約申込み 原則受付不可 ・他の系統連系希望者の接続検討の回答その他一

括検討に影響を与えるため、原則受付不可とす

る。一括検討が完了※41し、系統状況が確定した

後に受付する。 

・ただし、発電設備等の変更※43を行う場合で、最

大受電電力の変更がないとき若しくは最大受

電電力が減少するとき、又は発電設備等の廃止

を行う場合は、受付可とする。 

                                                   
※41：一括検討の完了にかかわらず、１０．１２の手続の一部を省略した場合で、送配電等業務指

針第８８条の２に定める保証金が入金されていることを確認の上、契約申込みを受け付けた場

合は、個別の契約申込みを受け付けた場合と同様に系統が確定したものとして取り扱い、受付

可とする。 

※42：高圧の送電系統に連系する場合は、連系点（想定）から連系を予定する配電用変電所までの

既設高圧流通設備の線路亘長 

※43：受電設備（遮断器等）、昇圧用変圧器、保護装置（接続検討申込書に記載のあるもの）、通

信設備（同左）その他の付帯設備の変更を含む。 

※44：送配電等業務指針第８０条第１項の規定による接続検討の要否確認も受付可とする。 

※45：一般送配電事業者及び配電事業者は、接続検討の回答において、他の系統連系希望者の接続

検討の回答その他一括検討への影響を考慮した上で契約申込みの受付可否を明示する。 
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（２）一括検討の開始に伴う申込済の事前相談及び接続検討の取扱い 

 募集対象エリア内において、事前相談の申込受付済で回答未受領（未回答）で

ある系統連系希望者は、当該事前相談の申込みを取り下げることができる。当

該系統連系希望者が、事前相談の申込みを取り下げない場合、一般送配電事業

者及び配電事業者は、１０．３（１）の場合と同様に扱う。 
 募集対象エリア内において、接続検討の申込受付済で回答未受領（未回答）の

系統連系希望者が、一括検討に応募しない場合は、その系統連系希望者は、接

続検討の申込みを取り下げることができる。接続検討の申込みの取り下げを受

けた一般送配電事業者及び配電事業者は、受領済の検討料を返還する※13。なお、

系統連系希望者が接続検討の申込みを取り下げない場合で一括検討に応募しな

いときは、一般送配電事業者及び配電事業者は、１０．３（１）に準じ、一括

検討が完了し、系統状況が確定した後に接続検討を開始する。 

１０．４ 辞退の手続きについて 

 一括検討から辞退を希望する系統連系希望者（以下「辞退者」という。）は、辞

退書を一般送配電事業者及び配電事業者に提出する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、辞退書の内容を確認し、不備がなければ

受付する。 

(a) 提出書類 

 辞退書※46 

(b) 提出先、提出方法、提出部数 

 応募申込みと同様（４．２（１）（b）～（d）参照）。 

１０．５ 募集対象エリア等を見直す場合 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者の辞退等の理由により、

一括検討における増強工事の規模等を見直すことができる。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討における増強工事の規模等を見

直す場合において、一部の募集対象エリアを分割しても効率的な系統整備の観

点等から影響がないと判断したとき、募集対象エリアを分割（縮小する場合も

含む）することができる。この場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、分

割後の募集対象エリアにおいて、個別の一括検討が開始されているものとして

取扱う。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、既存系統に連系可能量が増加したこと等

で、全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事がなくなった場合であっ

ても、一括検討を継続する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、効率的な系統整備の観点等から募集対象

エリアを分割した場合は、一般送配電事業者及び配電事業者のウェブサイトに

                                                   
※46：辞退書に押捺する印は、原則開始申込み又は応募申込みした際に使用した印と同一とする。 



 

37 
 

その旨公表する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、効率的な系統整備の観点等から全ての系

統連系希望者が共用する設備の増強工事の規模等を見直した場合、系統連系希

望者に対し、各検討回答時にその旨通知する。 

１０．６ 系統連系順位が必要な場合の取扱い 

 一括検討においては、系統連系順位は、原則同順位であるが、系統連系順位を

決定する必要がある場合は、以下に基づき決定する。 

系統連系順位の決定が必要となる場合 
 系統連系順位は、次に掲げる場合及びその他の必要な場合において決定する。 

(a) 増強工事の規模縮小等により、一部の系統連系希望者が連系等を行うこと

が不可能又は著しく困難となった場合において、連系等を行うことができ

る系統連系希望者を決定するとき（１０．７参照） 

(b) 全ての系統連系希望者が辞退又は辞退扱いになる場合において、既存の送

電系統に増強工事を要せずに連系可能な系統連系希望者を決定するとき 

(c) 全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の完了前に連系可能量

がある場合において、当該工事の完了前に連系可能となる系統連系希望者

を決定するとき（別紙４参照） 

系統連系順位の決定 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者の系統連系順位を負担可

能上限額余剰分単価が高い順に決定する。 
 負担可能上限額余剰分単価は次式にて算出する。 

 
 負担可能上限額余剰分単価［円／ｋＷ］ 
 ＝（負担可能上限額※47［円］（消費税等相当額含む）－工事費負担金※48［円］

（消費税等相当額含む））／最大受電電力［ｋＷ］ 

 
 系統連系順位は、再接続検討時に決定し、以降変更しない。 
 負担可能上限額余剰分単価を用いて系統連系順位が決定できない場合は、抽選

その他の公平性及び透明性が確保された手続きにより決定する。 

１０．７ 工事費充足の蓋然性が高い増強工事の検討が必要となる場合の取扱い 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、５．１に定める接続検討にて検討を実施

した結果、全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の費用が高く、必

                                                   
※47：系統連系希望者が再接続検討申込み時に申告した負担可能上限額とする。 

※48：応募申込みを受付した全ての系統連系希望者の申込内容を前提とした接続検討の回答書に記

載している工事費負担金とする。 
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要な工事費が充足される蓋然性が低いと判断した場合は、全ての系統連系希望

者が共用する設備の増強工事の代替案として、極力多数の応募申込みを受付し

た系統連系希望者が連系等を行える増強工事（以下「工事費充足の蓋然性が高

い増強工事」という。）の検討を実施する。 

工事費充足の蓋然性が高い増強工事に関する接続検討 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、工事費充足の蓋然性が高い増強工事を検

討する場合は、工事費充足の蓋然性が高い増強工事にて連系等を行うことがで

きる可能性のある系統連系希望者に対し、応募申込みを受付した全ての系統連

系希望者の連系等を前提とした接続検討に加え、工事費充足の蓋然性が高い増

強工事を前提とした接続検討を実施し、双方の結果を書面にて回答するととも

に必要な説明を行う。ただし、工事費充足の蓋然性が高い増強工事を前提とし

た接続検討の回答においては、想定し得る様々な工事費負担金概算のうち一例

だけを一義的に提示することよりも、他の系統連系希望者の辞退及び連系等を

行う組み合わせを考慮した負担金の規模感を申込者自らで判断することができ

るよう一括検討全体の工事概要、連系可能量、工事費及び他の応募申込みを受

付した系統連系希望者の情報（最大受電電力、連系電圧、連系点等）を速やか

に提示することにより、検討期間の短縮に努める（別紙５参照）。 
 工事費充足の蓋然性が高い増強工事の基本的な考え方は以下のとおり。 

(a) 工事費充足の蓋然性が高い増強工事の規模は必要な工事費が充足される

蓋然性が高いと見込まれる規模のうち最大規模とする。 

(b) 一部の系統連系希望者が共用する設備（以下「その他共用設備」という。）

の工事の規模は、次のいずれかの小さい方を満たす最も合理的な規模とす

る。 

① その他共用設備を共用する系統連系希望者の最大受電電力の合計 

② 工事費充足の蓋然性が高い増強工事における連系可能量 

工事費充足の蓋然性が高い増強工事に関する再接続検討 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、再接続検討申込みを受付した全ての系統

連系希望者の申込内容を前提とした再接続検討において、必要な工事費が充足

されない場合は、工事費充足の蓋然性が高い増強工事の連系可能量以内の系統

連系希望者の申込内容を前提とした再接続検討を実施する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系順位にしたがって、再接続検討

申込みを受付した系統連系希望者の中から、工事費充足の蓋然性が高い増強工

事の連系可能量以内の系統連系希望者を決定する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系順位にしたがって、再接続検討

申込みを受付した系統連系希望者の中から、工事費充足の蓋然性が高い増強工

事の連系可能量以内の系統連系希望者を除く系統連系希望者を辞退扱いとする。 
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１０．８ 負担可能上限額に関する原則外の取扱い 

 系統連系希望者が申告した又は再申告した負担可能上限額は、原則変更できな

い。ただし、（１）、（２）に該当した場合は、負担可能上限額を変更できる。 

再接続検討又は技術検討の際に、系統連系希望者が辞退扱いとなることでその

他の系統連系希望者が連鎖して辞退扱いになると見込まれる場合 
 一般送配電事業者及び配電事業者が実施した再接続検討又は技術検討（以下「検

討Ａ」という。）の結果、工事費負担金が負担可能上限額を超過する系統連系希

望者（以下「超過事業者」という。）が発生し、当該超過事業者を除外した再接

続検討又は技術検討（以下「検討Ｂ」という。）の結果、更なる超過事業者が発

生する場合は、超過事業者の連鎖による検討期間の長期化を防ぐため、検討Ａ

における超過事業者が工事費負担金を負担できるか確認する（別紙６参照）。 

(a) 負担可能上限額変更手続き（別紙６参照） 

 検討Ａの結果、超過事業者が発生し、検討Ｂの結果、更なる超過事業者が

発生する場合は、一般送配電事業者及び配電事業者は、検討Ａにおける全

ての超過事業者に対し、負担可能上限額を検討Ａで算出した工事費負担金

額に変更する意思を有するか否かを確認する。 
 検討Ａにおける全ての超過事業者が負担可能上限額の変更の意思を有する

場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、追加の保証金※23の支払いにつ

いて通知する。なお、負担可能上限額の変更の意思を有さない超過事業者

がいる場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、検討Ａにおける全ての

超過事業者を辞退扱いとする。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、期限内に検討Ａにおける全ての超過

事業者から追加の保証金が入金されていることを確認できた場合は、全て

の超過事業者の負担可能上限額を変更し、検討Ａの結果を全ての系統連系

希望者に回答する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、期限内に検討Ａにおける全ての超過

事業者から追加の保証金が入金されていることを確認できない場合は、一

般送配電事業者及び配電事業者は、当該超過事業者を負担可能上限額の変

更の意思を有さない系統連系希望者とみなし、検討Ａにおける全ての超過

事業者を辞退扱いとする。 

負担金契約を締結しない、又は負担金契約を履行しない系統連系希望者が発生

したことにより、超過事業者が見込まれる場合 
 負担金契約を締結しない、又は負担金契約に基づいた工事費負担金を支払期限

までに入金しない系統連系希望者が発生した場合は、以下の手続きにより再度

の技術検討を実施する。 

(a) 負担可能上限額変更等手続き 
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 一般送配電事業者及び配電事業者は、工事費負担金を入金しない系統連系

希望者に対し、支払い催告の手続きを行うとともに負担金契約を履行した

系統連系希望者に対し、支払い催告の手続きを行っている旨通知する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、催告後も工事費負担金を入金しない

系統連系希望者及び負担金契約を締結しない系統連系希望者（以下総称し

て「負担金契約不履行者」という。）を辞退扱いとし、負担金契約不履行者

が締結した負担金契約を解除し、負担金契約不履行者に対し、その旨を通

知するとともに補償契約に基づいた対応を行う。また、負担金契約を履行

した系統連系希望者に対し、負担金契約不履行者が発生した旨通知する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、上記通知後、負担金契約不履行者を

除外した上で、負担金契約を履行した全ての系統連系希望者の申込内容を

前提とした技術検討を開始する。 

 技術検討の内容は７．３と同様とする。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、負担金契約不履行者の発生に伴い、

負担金契約不履行者及び負担金契約を履行した全ての系統連系希望者の申

込内容を前提とした増強工事について、負担金契約を履行した系統連系希

望者が負担する場合の工事費負担金を原則５営業日以内に再算定する。 

 再算定した工事費負担金により、超過事業者が見込まれる場合、一般送配

電事業者及び配電事業者は、負担金契約を履行した系統連系希望者に対し、

負担可能上限額の変更の意思を有するか否かを確認する。 

 系統連系希望者が負担可能上限額の変更の意思を有する場合、一般送配電

事業者及び配電事業者は、変更された負担可能上限額を用いて技術検討を

実施する。なお、負担可能上限額の変更に基づく追加の保証金は不要とす

る。 

 系統連系希望者が負担可能上限額の変更の意思を示さない場合は、負担可

能上限額を変更しないものとして取り扱う。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、技術検討を実施後、負担金契約を履

行した系統連系希望者に対し、技術検討の結果を回答するとともに、工事

費負担金の額等が変更となる場合は、工事費負担金契約を変更する。 

１０．９ 工事完了後の補償金、工事費負担金の精算について 

工事完了後における補償金、工事費負担金の精算 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、辞退した又は辞退扱いとなった系統連系

希望者から没収した保証金を充当する。充当先は、保証金を没収された系統連

系希望者が工事完了により確定した工事において共用することが見込まれた設

備の工事費とし、充当する額は、共用することが見込まれた設備の工事費の比

で按分した額とする。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者が入金した工事費負担金
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と工事完了により確定した工事費負担金の差額を精算する※49。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、補償金を負担した系統連系希望者がいる

場合で、工事完了により確定した工事費が、補償金の算定時に前提とした工事

費を下回っていることにより、補償金の減額が生じているときは、当該系統連

系希望者も含めて精算する。ただし、優先的な返金（１０．９（２）参照）に

より、当該設備に係る補償金が全て返還されている場合は除く。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、補償金を負担した系統連系希望者がいる

場合で、工事完了により確定した工事費が、補償金の算定時に前提とした工事

費を上回っている場合であっても、当該系統連系希望者が負担した補償金を超

過する差額の精算は行わない。 

工事完了後の新規発電設備連系における補償金、工事費負担金の精算 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、設備の使用開始後３年経過するまでの間

に、新たに当該設備を利用する系統連系希望者（以下「新規利用事業者」とい

う。）があった場合は、一般送配電事業者及び配電事業者が公表した工事費負担

金の具体的な算出方法に基づき、当該設備の使用開始当初から新規利用事業者

も共用するとして算定したときの工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金

を下回るときは、原則として、その差額を精算する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、前述の精算において、補償金を負担した

系統連系希望者がいる場合は、新規利用事業者の工事費負担金等は当該系統連

系希望者に優先的に返還する※24。ただし、補償契約を負担した系統連系希望者

が複数いる場合は、当該系統連系希望者が負担した補償金の額に応じて、按分

した額とする。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、工事費負担金の精算を、原則として、工

事完了後、年度ごとに１回実施する。 

１０．１０ 最大受電電力が１０万キロワット以上の発電設備等の休廃止等手続の取

扱い 

 既設の発電設備等のリプレース※50は、原則、追加の費用負担なく既存の連系可

能量をそのまま活用することが可能であるため、新規の系統連系希望者と比較

して情報取得の観点から著しく有利と考えられる。 

 また、リプレース以外に、既設の発電設備等の最大受電電力の減少や供給計画

上の長期計画停止電源を非稼働電源として取り扱うことによって連系可能量が

生じる場合も、同様である。 
                                                   
※49：一括検討完了後の調査測量や工事の結果として、工事費負担金が増減することがある。 

※50：リプレースとは、同一地域で発電設備等の全部の変更（１発電場所において複数の発電設備

等が設置されている場合は一部の発電設備等の全部の変更（以下「一部リプレース」とい

う。）及び発電設備等の全部の変更を伴う電源種別の変更を含む。）を行う事案を指す。ま

た、「発電設備等の全部の変更」とは、発電機及びタービン等専ら発電の用に供し、発電設備

と一体不可分な設備の大宗を占める部分の変更（更新を含む。）をいう（別紙７参照）。 
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 このため、休廃止等手続に係る系統連系希望者と新規の系統連系希望者間の情

報取得による事業者間の差を解消し、公平な接続を行う観点から、休廃止等手

続により、連系可能量が１０万キロワット以上増加することが確実に見込まれ

る系統における取り扱いについて以下に記載のとおりとする※51。なお、１０．

１０に記載のない事項は、１０．１０以外に記載の手続に準じる。 

（１）１０万キロワット以上連系可能量が増加する場合の休廃止等手続 
 発電設備等の設置者は、法令、事業計画の変更等により、次の各項に該当する

場合は、当該各項の内容にしたがって、速やかに、一般送配電事業者又は配電

事業者に対し、契約申込みを行わなければならない。  

(a) 連系された発電設備等の最大受電電力が１０万キロワット以上減少する

場合 契約内容の変更に係る契約申込み（以下「契約変更申込み」という。） 

(b) 最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された発電設備等のリプレ

ース（一部リプレースは除く）を決定した場合 契約の終了に係る契約申

込み（以下「契約終了申込み」という。）及び新設発電設備等に係る契約申

込み 

(c) 最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された発電設備等の最大受

電電力１０万キロワット以上に相当する一部リプレースを決定した場合 

契約変更申込み（連系された発電設備等の一部リプレースに相当する最大

受電電力減少の契約変更申込みを行うことを含む。） 

(d) 最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された発電設備等の廃止を

決定した場合 契約終了申込み 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、接続検討の申込みに対する検討結果にお

いて最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された発電設備等のリプレー

スに該当することを確認した場合又は１０．１０（１）(a)～(d)の契約申込み

の申込書類を受領した場合は、申込みをした系統連系希望者に対し、休廃止等

手続により１０万キロワット以上連系可能量が増加する場合の取扱いについて、

必要な説明を行う。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、１０．１０（１）(a)～(d)の契約申込み

を受け付けた場合は、当該契約申込みの休廃止等日※52に送配電等業務指針第９

７条第２項第３号及び第１０５条第１項第２号の規定により確定した送電系統

の容量の全部又は一部を取り消す。 
                                                   
※51：電源線については、既存発電設備設置者の負担の下で敷設したものであることから、リプレ

ースの場合等で電源線の増強等工事が必要とならないとき、引き続き当該既存発電設備設置者

は追加の費用負担なく利用することが可能。 

※52：休廃止日とは、契約申込みにおける発電設備等を廃止または最大受電電力を減少する日をい

う。長期計画停止電源を非稼働電源扱いとする場合は、一般送配電事業者及び配電事業者にお

いて非稼働電源扱いと決定した日をいう。 
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 休廃止等手続には、一般送配電事業者及び配電事業者が供給計画上の長期計画

停止電源を非稼働電源として取り扱うことを含む。 

１０万キロワットｋＷ以上連系可能量が増加しない場合の休廃止等手続 
 最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された発電設備等の設置者は、１

０．１０（１）(a)～(d)に該当する場合を除き、発電設備等の全部の変更のう

ち、いずれかの設備の変更を伴う契約変更申込みを行う場合には、一般送配電

事業者又は配電事業者に対し、その申込みの年度の前々年度から翌々年度まで

の合計５年度における同一発電場所における他の工事実績及び計画（予定分を

含む。）等を書面にて申告する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、当該申込みが行われた場合には、当該申

込みをした系統連系希望者に対し、送配電等業務指針第１２４条第１項の規定

による増加連系可能量等の公表の判断のために必要な事項について確認を行う。 
 系統連系希望者は、一般送配電事業者及び配電事業者から送配電等業務指針第

１２４条第１項の規定による増加連系可能量等の公表の判断のために必要な事

項の確認を受けた場合は、これに回答しなければならない。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、当該申込み及び送配電等業務指針第１２

４条第１項の規定による増加連系可能量等の公表の判断のために必要な事項に

ついて確認を行った結果、最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された

発電設備等のリプレース又は一部リプレースに該当する場合は、当該申込みを

受け付けず、系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者から最大受電電力が１０万キロワット以上の

連系された発電設備等のリプレース又は一部リプレースに該当する旨の通知を

受けた系統連系希望者は、最大受電電力が１０万キロワット以上の連系された

発電設備等のリプレース又は一部リプレースを決定したものとみなし、速やか

に、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、１０．１０（１）(b)又は(c)の

契約申込みを行わなければならない。 

増加連系可能量等の公表 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、１０．１０（１）及び（２）による休廃

止等手続により、連系可能量が１０万キロワット以上増加することが確実に見

込まれるときは、増加連系可能量、増加する時期及び連系可能量が増加する送

電系統を、系統情報ガイドライン※53に基づき、速やかに一般送配電事業者及び

配電事業者のウェブサイトに公表する。なお、公表期間は公表日より１２か月

が経過するまでの間とする。増加連系可能量等の公表の例は図５のとおり。 
                                                   
※53：第三者情報（特定の電力の供給契約に係る契約条件に係る事項等）を排除した上で公表す

る。 
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図５ 増加連系可能量等の公表の例 

休廃止等手続の対象となる発電設備等の取扱い 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、休廃止等手続に伴う増加連系可能量等の

公表日（１０．１０（３）参照）より１２か月が経過するまでの間は、当該手

続の対象となる発電設備等が当該手続前の最大受電電力のまま連系され、稼働

している※54ものとみなして取り扱う※55。ただし、当該手続の対象となる送電系

統を対象とする一括検討においてはこの限りではない※56。 

一括検討開始の判断 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、休廃止等手続に伴う増加連系可能量等の

公表期間（１０．１０（３）参照）において、過去の事前相談及び接続検討の

申込状況等を踏まえた結果、連系等を行うことが見込まれる発電設備等の最大

受電電力が既存の連系可能量※57を超過すると判断した場合は、速やかに一括検

討を開始する。この場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望

者に対し、その旨を通知するとともに必要な説明を行う。一括検討のフローは

図６のとおり。（２．３(c)参照） 

 
                                                   
※54：送電系統の容量も確保したままであることを含む。 

※55：ただし、１０．１０（１）（a）～（d）の契約申込みの休廃止等日が増加連系可能量等の公

表日以降の場合には、増加連系可能量等の公表日から休廃止等日までの間は、休廃止等手続の

対象となる発電設備等が当該手続前の最大受電電力のまま連系されているものとして取り扱

う。 

※56：一括検討の開始以降における暫定容量確保、増強パターン２の検討、接続検討等において

は、休廃止等手続の対象となる発電設備等が連系されていないものとみなして取り扱う。 

※57：休廃止等手続の対象となる発電設備等が当該手続前の最大受電電力のまま連系され、稼働し

ているものとして取り扱う場合における条件での送電設備（休廃止等手続を行った系統連系希

望者からの過去の事前相談及び接続検討の申込状況等を踏まえるときは、当該系統連系希望者

に係る電源線を除く。）の連系可能量。 
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図６ 一括検討のフロー（既存の連系可能量を超過すると判断した場合） 

 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、休廃止等手続に伴う増加連系可能量等の

公表期間（１０．１０（３）参照）において、当該手続に起因している系統連

系希望者等（１０．１０（６）参照）から当該手続の対象となる送電系統※58を

対象として暫定容量を確保するための個別の契約申込みの申込書類を受領した

場合には、その申込みを受け付けず、速やかに一括検討を開始する※59。この場

合、一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込みをした系統連系希望者に

対し、その旨を通知するとともに必要な説明を行う。一括検討のフローは図７

のとおり。（２．３(d)参照） 
 一般送配電事業者及び配電事業者並びに系統連系希望者は、休廃止等手続に起

因している系統連系希望者等か否かを確認するために、次に掲げる対応を行う。 
(a) １０．１０（１）(a)～(d)による契約申込みをする系統連系希望者は、一

般送配電事業者又は配電事業者に対し、休廃止等手続に伴う増加連系可能

量等の公表期間（１０．１０（３）参照）において、当該手続に起因して

いる系統連系希望者等が当該手続の対象となる送電系統を対象として暫

定容量を確保するために個別の契約申込みをするか否か等を、一般送配電

事業者及び配電事業者が定める書面※60にて申告する（ただし、個別の契約

申込みの申込書類を受領しており、一括検討を開始することが明らかであ

る等の理由により、申告が不要の場合は除く。）。 

                                                   
※58：休廃止等手続の対象となる送電系統とは、休廃止等手続の対象となる発電設備等が設置され

た構内と構外の境界を起点とし一番目の変電所又は開閉所（専ら休廃止等手続の対象となる発

電設備等への事故波及の防止を目的として設置されたもの及び休廃止等手続の対象となる発電

設備等が設置された構内における変電設備により電圧を下降させた後に当該構内の外に送電又

は配電を行う場合における当該送電又は配電に係るものを除く。）において休廃止等手続の対

象となる発電設備等の電源線がつながる母線と同一系統及び下位系統、又は、休廃止等手続の

対象となる発電設備等とループ状に設置された基幹的な送電設備とを連系する電源線及び当該

電源線から分岐する送電又は配電に係る設備をいう。 

※59：なお、当該手続に起因している系統連系希望者等ではないことを確認できない場合で、系統

連系希望者間の情報取得の公平性の観点から一括検討を開始することが必要と判断したとき

も、速やかに一括検討を開始する。 

※60：この書面は、発電者（発電設備設置者）から一般送配電事業者又は配電事業者宛てに作成す

る。書面については各一般送配電事業者及び配電事業者の案内によるものとする。 
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(b) 休廃止等手続の対象となる送電系統を対象とする個別の接続検討申込み

をする系統連系希望者は、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、株主

構成又は出資比率等が分かる資料を提出する。また、一般送配電事業者及

び配電事業者は、系統連系希望者から当該資料を受領した場合は、当該資

料に必要事項が記載されていることを確認の上、接続検討の申込みを受け

付け、接続検討回答書に、当該手続に起因している系統連系希望者等か否

かの結果を明示する。 

(c) 休廃止等手続の対象となる送電系統を対象として暫定容量を確保するた

めに個別の契約申込みをする系統連系希望者は、一般送配電事業者又は配

電事業者に対し、株主構成又は出資比率等が分かる資料を提出する（ただ

し、個別の契約申込みの申込書類を受領しており、一括検討を開始するこ

とが明らかである等の理由により、申告が不要の場合は除く。）。また、一

般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者から当該資料を受領し

た場合は、当該資料に必要事項が記載されていることを確認の上、当該系

統連系希望者が当該手続に起因している系統連系希望者等ではない場合

に限り、契約申込みを受け付ける。 

 

図７ 一括検討のフロー（休廃止手続に起因している系統連系希望者等からの契約申

込みを受領した場合） 

 
 ２．３(c)及び(d)に該当しない場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、既

存の連系可能量の範囲内の契約申込みを受け付けることができる。 

休廃止等手続に起因している系統連系希望者等 
 １０．１０（５）において、休廃止等手続に起因している系統連系希望者等は、

当該手続を行った発電事業者及び当該発電事業者と次に掲げる資本関係又は契

約関係を有する者とする。 

(a) 資本関係を有する者 次の①及び②に掲げる者 

① 当該発電事業者の親子法人等 

② 当該発電事業者の関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
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関する規則（昭和３８年１１月２７日大蔵省令第５９号）第８条に定

める者をいう。以下同じ。）並びに当該発電事業者の親子法人等の関連

会社 

(b) 契約関係を有する者 次の①から③に掲げる者 

① 当該発電事業者と新設発電設備等を共同で開発又は維持、運用する契

約を締結し、又は、締結することを予定している電気供給事業者 

② 当該発電事業者と新設発電設備等から発電される電気を受給する契約

（ＦＩＴ法に基づく特定契約を除く。）を締結し、又は、締結すること

を予定している電気供給事業者 

③ (b)の①及び②に掲げる電気供給事業者と(a)に掲げる資本関係がある

者 

一括検討開始の公表 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、２．３(c)に該当せず、２．３(d)に該当

したことによる一括検討の開始にあたっては、原則として、休廃止等手続の対

象となる送電系統を募集対象エリアとする。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、２．３(c)又は(d)の一括検討の開始にあ

たって、休廃止等手続の対象となる発電設備等が連系されていないものとして

取り扱うことで増強工事が不要となる場合は、増強パターン１の検討及び公表

を省略することができる。 

系統連系希望者の投資判断に要する期間の確保等 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、新規の系統連系希望者の投資判断に要す

る期間を確保する観点から、増加連系可能量等の公表日（１０．１０（３）参

照）より再接続検討申込みの締切までに原則１２か月間を確保する。ただし、

１０．１２により手続の一部を省略する場合は、増加連系可能量等の公表日か

ら契約申込みの締切までに原則１２か月間を確保する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、応募申込みの受付開始にあたって、休廃

止等手続の対象となる発電設備等が連系されていないものとして取り扱うこと

で増強工事が不要となる場合は、増強パターン２の検討及び公表を省略するこ

とができる。 

応募条件 
 休廃止等手続に伴う増加連系可能量を活用する観点から、応募申込みをする系

統連系希望者の連系開始希望日は、１０．１０（１）による契約申込みの休廃

止等日又は増加連系可能量等の公表日（１０．１０（３）参照）より１２か月

が経過した日のいずれか遅い日以降でなければならない。 
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一括検討開始に伴う１０万キロワット以上増加する連系可能量の取扱い 
 一括検討が開始された場合、１０．１０（４）による休廃止等手続の対象とな

る発電設備等が連系されていないものとして取り扱う。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討の開始から接続検討開始までの

期間において、確保する暫定容量は次のとおりとする。ただし、送電系統の容

量を確保しなくとも、系統連系希望者の利益を害しないことが明らかである場

合は、この限りではない。 

 

(a) ２．３(c)に該当し、一括検討を開始する場合 

期 間 対象となる送電系統 確保する容量 

一括検討の 

開始の公表～ 

接続検討 

既存の連系可能量を超過す

る送電系統及びその上位系

統 

一般送配電事業者及び配電

事業者が必要と判断した容

量分 

 

(b) ２．３(c)に該当せず、２．３(d)に該当し、一括検討を開始する場合 

期 間 対象となる送電系統 確保する容量 

一括検討の 

開始の公表～ 

接続検討 

休廃止等手続の対象となる

送電系統を対象とする個別

の契約申込みをした系統連

系希望者の連系点の上位系

統 

休廃止等手続の対象となる

送電系統を対象とする個別

の契約申込みをした系統連

系希望者の最大受電電力分

と休廃止等手続により増加

する連系可能量分の合計分 

 

一括検討中の休廃止等手続により１０万キロワット以上連系可能量が増加

する場合の取扱い 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、開始された一括検討の募集対象エリアに

おいて、一括検討を開始した日から応募申込みの締切日までの間※61において、

休廃止等手続により、連系可能量が１０万キロワット以上増加することが確実

に見込まれるときは、１０．１０（３）、（４）、（７）、（８）及び（９）に準じ

て対応を行う。この場合、開始された一括検討の開始申込み及び応募申込みを

                                                   
※61：開始された一括検討の応募申込みの締切日以降において、休廃止等手続により、連系可能量

が１０万キロワット以上増加する場合で、当該手続に起因する系統連系希望者等が休廃止等手

続の対象となる送電系統を対象とする応募申込みをする行為は、当該一括検討の公平性又は透

明性を阻害する行為等を行った場合に該当する。この場合、一般送配電事業者及び配電事業者

は、当該手続に起因する系統連系希望者等を辞退扱いとすることができる。 
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した系統連系希望者に対し、その旨通知する。 

 発電設備等の設置者は、１０．１０（１）（b）又は（c）に該当する場合は、当

該手続の対象となる送電系統を対象とする一括検討に応募申込みをしなければ

ならない。 

 当該手続の対象となる発電設備等が連系されていないものとして取り扱う。 

１０．１１ 洋上風力の占用公募と一括検討の連動が必要となる場合の取扱い 

 洋上風力については、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利

用の促進に関する法律」（平成３０年法律第８９号。以下「再エネ海域利用法」

という。）第８条第１項に規定する基準を満たす区域を海洋再生可能エネルギー

発電設備整備促進区域（以下「促進区域」という。）として指定し、公募にて選

定された事業者（再エネ海域利用法第１３条第２項第１０号に規定する選定事

業者をいう。以下「選定事業者」という。）に対して促進区域の占用を許可する

ことになる。この基準には、系統接続の適切な確保が見込まれることという要

件が含まれる。 

 これまで当該要件は、事業者が事前に系統容量を確保することによってのみ確

認されていたため、複数の事業者が同じ区域で重複して系統容量を確保するこ

とで、本来使われることのない暫定容量が確保され、他の電源の接続にも影響

を与えていた。また、洋上風力事業者にとっても占用公募と系統容量の確保を

一体的に行うことで安定的に開発を実施できる仕組みも求められていた。 

 このため、国が区域の自然的条件等を考慮して合理的に設置が可能な発電設備

の出力規模について、暫定的に系統容量をプッシュ型で確保する仕組みが必要

となった。 

 また、効率的な設備形成のためには、国からの送電系統の暫定的な容量確保の

要請を起因として促進区域連系エリアの既存の連系可能量を超過する場合には、

速やかに一括検討の開始を行い、再エネ海域利用法に基づく洋上風力の占用公

募プロセスと一括検討の連動を適切に行うことも重要となる。 

 以上から、再エネ海域利用法に基づく洋上風力の占用公募プロセスと一括検討

の連動が必要となる場合の取り扱いについて以下に記載する。なお、１０．１

１に記載のない事項は、１０．１１以外に記載の手続に準じる。 

促進区域の指定に関する国の要請に基づく送電系統の暫定容量確保及び接続

検討 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関より送電系統の暫定的な容量確保

の通知及び接続検討の依頼を受け付けた場合※62、該当送電系統の暫定的な容量

                                                   
※62：本機関は、促進区域の指定に関する国からの送電系統の暫定的な容量（以下「国の要請によ

る暫定容量」という。）確保の要請（以下「国の要請による暫定容量確保」という。）及び接続

検討の要請（以下「国の要請による個別の接続検討」という。）を受け付けた場合、一般送配

電事業者及び配電事業者に対し、送電系統の暫定的な容量確保の通知及び接続検討の依頼を行

う。 
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を確保するとともに、接続検討を実施する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量が既存の連系可

能量を超過すると判断した場合は、国の要請による暫定容量確保後速やかに、

本機関に対し、その旨を通知する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による個別の接続検討を実施す

るとともに、国の要請による暫定容量が既存の連系可能量を超過すると判断し

た場合は、国の要請による暫定容量に加えて、その他の電源ポテンシャル※63に

必要な容量を見積った工事計画（以下「一括検討の工事計画」という。）を別途

策定する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による個別の接続検討の結果及

び一括検討の工事計画を回答予定日の７営業日前までに本機関に提出する。 

一括検討開始の判断 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量確保により既存

の連系可能量を超過すると判断した場合は、一括検討を開始する。 

一括検討開始の公表 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、１０．１１（１）において策定した一括

検討の工事計画の内容（当該一括検討が洋上風力の占用公募と連動しているこ

とも含む）を一般送配電事業者及び配電事業者のウェブサイトに速やかに公表

する。公表する一括検討の開始に必要な前提条件は別紙２のとおり。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量確保が起因とな

り一括検討を開始した場合は、本機関に対し、一括検討を開始した旨を報告す

る。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討を開始した時点で暫定容量を確

保する。一括検討の開始から接続検討開始までの期間において、確保する暫定

容量は１０．１１（９）によるものとし、接続検討開始以降の暫定容量の扱い

については１０．１による。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、１０．１１（１）において策定した一括

検討の工事計画及び応募申込みの受付を開始するために必要な資料を、一括検

討の開始を公表した日から起算して原則１か月以内に一般送配電事業者及び配

電事業者のウェブサイトに公表する。公表する応募申込みの受付を開始するた

めに必要な内容は別紙２のとおり。 

一括検討の応募申込み 
 一括検討の対象となる送電系統への連系等を希望する系統連系希望者は、一般

送配電事業者又は配電事業者に対して４．２（１）に準じて書類を提出し、応

                                                   
※63：継ぎ接ぎの系統増強にならないよう配慮しつつ、所要工期が大幅に長期化しない範囲で検討

する。 
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募申込を行う。 

 また、一括検討の対象となる送電系統への連系等を希望する系統連系希望者に

対する検討料の支払い及びその取扱いについては、４．２（２）に準じる。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、応募申込みをした系統連系希望者から提

出書類を受領した場合は、提出書類に必要事項が記載されていること及び検討

料が入金されていることを確認の上、応募申込みを受け付け、応募申込みをし

た系統連系希望者に対し、その旨を通知する。ただし、提出書類に不備がある

場合には、提出書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で受け付ける。

その他応募申込み受付については、４．２（３）に準じる。 

 系統連系希望者は、 再エネ海域利用法第１３条に規定する公募占用指針に定め

られた促進区域内海域における公募に応募する又は応募を予定している場合、

一括検討に参加できないことから、一般送配電事業者及び配電事業者は、当該

海域における公募に応募する又は応募を予定している発電設備等の応募申込み

は受け付けず、洋上風力の占用公募プロセスに応募又は応募を予定している系

統連系希望者向けの発電設備の接続検討申込み手続きについて案内する（１０．

１１（１０）参照）。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から国の要請による暫定容量に相

当する接続検討の依頼があった場合は、応募申込みを受付けたものとして取り

扱う。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から依頼のあった国の要請による

暫定容量に相当する接続検討について、選定事業者から契約申込み時に検討料

の支払いを求める（１０．１１（７）参照）。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、受付した応募申込みの最大受電電力の合

計が増強パターン提示時に公表した最大連系可能量分を超えた場合でも、原則

として、募集対象エリアの拡大は行わない。 

 応募申込み内容を確認した結果、国の要請による暫定容量の発電設備等を設置

する海域と同じ海域に発電設備等の設置の申込している系統連系希望者が確認

された場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、当該系統連系希望者へ発電

場所が同じ海域である旨を通知する。この通知を受けた系統連系希望者はこの

通知を受けた旨を国へ伝える。 

接続検討 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量に加えて、その

他の電源ポテンシャルに必要な容量を見積った一括検討の工事計画の内容を前

提に、接続検討の回答に必要となる事項について検討を実施する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、応募申込みの最大受電電力の合計が一括

検討の工事計画において想定した最大連系可能量を超えた場合であっても、一
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括検討の工事計画を前提とした検討※64を実施し、書面にて回答するとともに必

要な説明を行う。 

 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン、海洋

再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン（以下「促進区域

指定ガイドライン」という。）による国からの要請の内容並びに一般送配電事業

者及び配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき算出す

る。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量に相当する接続

検討及び接続検討の申込先が本機関である案件については、本機関に対し、前

述の回答等を行うために必要な資料を送付する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、その他接続検討に関して、５．１、５．

２に準じて対応を行う。 

再接続検討 
 再接続検討申込みを希望する系統連系希望者は、６．１（２）及び（３）に準

じて再接続検討申込みに必要な書類を一般送配電事業者又は配電事業者に提出

し、保証金を支払う。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から国の要請による暫定容量に相

当する再接続検討の依頼があった場合は、再接続検討申込みを受付けたものと

して取り扱う。 

 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン、促進

区域指定ガイドラインによる国からの要請の内容並びに一般送配電事業者及び

配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき算出する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量に相当する再接

続検討について、選定事業者から契約申込み時に保証金の支払いを求める（１

０．１１（７）参照）。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量に加えて、その

他の電源ポテンシャルに必要な容量を見積った一括検討の工事計画の内容を前

提に、再接続検討の回答に必要となる事項について検討を実施する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、再接続検討申込みを受付した全ての系統

連系希望者の最大受電電力の合計が一括検討の工事計画において想定した最大

連系可能量を超えた場合は、原則として一括検討の工事計画を前提とした検討

を実施する。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系順位にしたがって、再接続検討

申込みを受付した系統連系希望者の中から、一括検討の工事計画の連系可能量

以内の系統連系希望者を決定し※65、その他の系統連系希望者を辞退扱いとする。 
                                                   
※64：効率的な設備形成の観点から、所要工期が長期化しない範囲で工事計画の見直しが可能な場

合には、見直し案を前提とした検討を行うことも可能とする。 

※65：国の要請による暫定容量に相当する再接続検討は連系可能量以内として扱う。 
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 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量に相当する再接

続検討及び再接続検討の申込先が本機関である案件については、本機関に対し、

前述の回答等を行うために必要な資料を送付する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、その他再接続検討に関して、６．１（１）、

（４）、（５）、６．２、６．３に準じて対応を行う。 

契約申込み 
 再接続検討の回答を受領した選定事業者及びその他の系統連系希望者は、７．

１に準じて選定事業者が選定された日から起算して、２０営業日以内に一般送

配電事業者又は配電事業者に対し、契約申込みを行わなければならない。ただ

し、選定事業者が選定された日において、一般送配電事業者及び配電事業者が

再接続検討を検討中である場合は除く。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国または広域機関から占用公募において

「選定事業者が選定された旨」「選定された日」の連絡を受領した場合、選定事

業者を除く当該一括検討において再接続検討の回答を行った系統連系希望者に

対し、その旨及び選定事業者が選定された日を通知する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請により確保した暫定容量につい

ては選定事業者のために活用するものとし、国に回答した一括検討における接

続検討の回答及び再接続検討の回答を選定事業者に回答したものとして取り扱

う。 

 選定事業者は契約申込みにおいて、７．１（２）に準じた書類及び国からの占

用公募に選定されたことを証明する通知文書を一般送配電事業者及び配電事業

者に対して提出する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、選定事業者から契約申込みに必要な提出

書類を受領した場合は、当該選定事業者に対し、検討料の額を通知するととも

に、検討料の支払いに必要となる書類を送付する。 

 選定事業者は、国の要請による個別の接続検討（１０．１１（１）参照）にお

ける検討料、国の要請による暫定容量確保が起因となり開始した一括検討の接

続検討（１０．１１（４）参照）における検討料及び負担可能上限額に応じた

保証金を一般送配電事業者又は配電事業者に支払い、その旨通知しなければな

らない※66。なお、一般送配電事業者及び配電事業者は、選定事業者から契約申

込みの締切りまでに必要となる保証金が入金されない場合、当該選定事業者を

辞退扱いとする。 

 国の要請による暫定容量確保の前提となった設備設計に対する選定事業者が行

う設備の仕様変更について、契約申込み時に限り、これを認める。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、国の要請による暫定容量より最大受電電

                                                   
※66：保証金が不要な場合は除く。 
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力を減少※67させた選定事業者の契約申込みについて、契約申込み時に限り、こ

れを認める。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、選定事業者が仕様変更や契約申込みにお

ける最大受電電力を、国の要請による暫定容量未満とする場合には、選定事業

者及び契約申込みを受け付けしたその他の系統連系希望者の工事費負担金を電

源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン、促進区域指定ガイドラ

インによる国からの要請の内容並びに一般送配電事業者及び配電事業者が公表

した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき再算定し、これを選定事業者及

びその他の系統連系希望者に通知する。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は前項に伴い再算定した結果、選定事業者及

びその他の系統連系希望者が申告した負担可能上限額を上回る工事費負担金と

なる選定事業者及び系統連系希望者が発生する場合は、７．３（１）に準じた

対応を行う。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、その他契約申込みに関して、７．１に準

じて対応を行う。 

国の要請に基づき確保した送電系統の暫定容量の取消 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、１０．１１（１）において国からの要請

により確保した送電系統の暫定的な容量に対して、本機関より暫定的な容量の

取消の通知を受け付けた場合※68、通知内容に基づき該当送電系統の暫定的な容

量のその全部もしくは一部を取り消す。 

暫定容量確保について 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討の開始から接続検討開始までの

期間において、確保する暫定容量は次のとおりとする。ただし、送電系統の容

量を確保しなくとも、系統連系希望者の利益を害しないことが明らかである場

合は、この限りではない。 

期 間 対象となる送電系統 確保する容量 

一括検討の 
開始の公表～ 
接続検討 

洋上風力の連系点の上位系

統 
増強パターン提示時に公表

した最大連系可能量分 

   

一括検討期間中における洋上風力の占用公募プロセスに応募する発電設備

の系統アクセス業務 
 洋上風力の占用公募プロセスに応募又は応募を予定している発電設備の接続検

討申込みについては、占用公募プロセスの実施期間中に限り受付を行い、洋上

                                                   
※67：受付を行う減少幅については、公募占用指針に記載されている範囲内とする。 

※68：本機関は、国からの送電系統の暫定的な容量の取消の要請を受け付けた場合、一般送配電事

業者及び配電事業者に対し、送電系統の暫定的な容量取消の通知を行う。 
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風力の占用公募プロセスで活用される暫定容量が確保されていないもの、及び

一括検討プロセスに応募したものとみなして検討する※69。ただし、一括検討の

接続検討開始前に接続検討の申込みがあった場合は、一括検討の接続検討開始

後に受付するものとする。 

 

 

  

                                                   
※69：選定事業者の契約申込みは、国の要請による暫定容量を活用することから、一括検討に影響

を与えないため、受付可とする。 
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１０．１２ 手続の一部を省略する場合の取扱い 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、一括検討における検討において増強工事

が不要となった等の理由により、一括検討における手続（接続検討、再接続検

討、負担可能上限額申告及び補償契約締結等）の一部を省略しても系統連系希

望者に不利益が生じず、かつ、系統連系希望者間の公平性を害しないと判断し

たとき、一括検討における手続の一部を省略することができる。この場合にお

いて、一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者に対し、その旨及

び一括検討における契約申込手続の内容を書面にて通知し、必要な説明を行う。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込手続の通知日より、契約申込み

の受付を開始する。 

 系統連系希望者は、契約申込手続の通知日から起算して、２０営業日以内に一

般送配電事業者又は配電事業者に対し、契約申込みを行わなければならない。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、送配電等業務指針第８８条の２に規定す

る保証金（業務規程第７４条の２の規定に基づく算定方法による）を要しない

場合を除き、当該保証金が入金されていることを確認の上、契約申込みを受け

付ける。 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、契約申込手続の通知日から起算して２０

営業日後に、契約申込みの受付を締め切り、必要な保証金が入金されているか

否かを確認する。 

１０．１３ 全ての系統連系希望者が共用する設備を電源線として利用する場合の取

扱い 

 全ての系統連系希望者が共用する設備の一部区間を電源線として利用する場合、

当該区間の工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令に基づき算定され、

当該区間以外の区間の工事費負担金は費用負担ガイドラインに基づき算定され

る（図８参照）。 

 
図８ 電源線省令の考え方が適用される範囲の例 
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１１．本書に記載のない事項について 

 本書に記載の無い事項については、本機関の定款、業務規程、送配電等業務指

針及びウェブサイトに公表する内容の他、一般送配電事業者及び配電事業者の

託送供給等約款並びに関連諸法令によるものとする。 
 一般送配電事業者及び配電事業者は、本書が前提としていない事象が生じた場

合、その扱いを検討し、本機関に相談の上決定し、関係者に通知又は公表する。 
 

以 上 



別紙１　一括検討の標準的な流れ

否

 要

※1 申込時に負担可能上限額を申告し、保証金を入金する。

※3 辞退による再度の技術検討等の理由により期間が変更となる場合がある。

最短12か月

程度※3

※2 負担可能上限額を増額する場合は、必要となる追加の保証金を入金する。

連系等に必要となる
契約手続き

工事
着手

一括検討の完了

結果公表

工事費負担金契約の締結
工事費負担金入金

（必要に応じて）
技術検討・現地調査

契約申込みの結果回答
連系承諾

契約申込み・受付・
工事費負担金補償契約

の締結

2
0
営
業
日

再接続検討

事業性判断・
再接続検討申込み・

受付

2
0
営
業
日

3か月
程度

1
か
月

（

必
要
に
応
じ
て
）

6
か
月
程
度
又
は

合
意
し
た
期
間

実施ステップ・スケジュール 本機関

接続検討
3か月
程度

応募申込みの受付

開始の公表

一括検討の開始申込み

1か月
程度

2か月
程度

系統連系希望者一般送配電事業者

契約申込み

受付締切

(4.3)応募受付締切

(5.1)接続検討

(4.2)応募

(5.2)接続検討結果回答

事業性判断

(8.1)工事費負担金契約の締結

(6.1)申込み※1

再接続検討

受付締切

再接続検討

受付開始

(7.4)契約申込みの結果回答、

連系承諾通知

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

(2.1)開始申込み内容確認

申込受付開始確認

(3.1)開始公表

(4.1)応募受付開始

(6.2)再接続検討

(6.3)再接続検討結果回答

事業性判断

(7.1)申込み※2

契約申込み

受付開始

工事費負担金補償契約の締結

技術検討、
現地調査要否

(8.2)

工事費負担金入金
入金確認

(9)一括検討の完了

結果公表結果確認

連系等に必要となる契約手続き



別紙２ 一括検討の開始に必要な前提条件及び応募申込みの受付開始時に公表する内容について 

（１） 一括検討の開始に必要な前提条件について 

項 目 内 容 情報公表イメージ 

事実関係 開始情報 ①開始理由（概要、事業者情報除く） 

②開始年月日 

募集対象エリア ①募集対象エリアの市町村 

②募集対象エリアとなる可能性がある市町村 

既存の 

連系可能量状況 

①増強対象設備（送電線、変圧器等） 

②運用容量（増強前容量） 

③連系可能量（増強前容量、開始申込みをした系統連系

希望者を除く） 

増強パターン１ 増強の概要 ①増強工事の概要（当該一括検討において、全ての系統

連系希望者が共用する設備対策のみ） 

②工事費（当該一括検討において、全ての系統連系希望

者が共用する設備対策のみ：標準工事費記載） 

増強による 

連系可能量状況 

①運用容量（増強後容量） 

②連系可能量（開始時点の増強後容量、開始申込みをし

た系統連系希望者を除く） 

応募概要 検討スケジュール ① 申込期間 

② 申込み締切り以後のスケジュール 

 

（２）増強パターン２及び応募申込みの受付を開始するために必要な内容 

項  目 内  容 情報公表イメージ 

開始公表時点から

の変更情報 

変更情報 ①変更理由（概要、当該系統連系希望者の情報除く） 

募集対象エリア ①募集対象エリアの市町村 

②追加の募集対象エリアの市町村 

増強による 

連系可能量状況 

①変更後の増強対象設備（送電線、変圧器等） 

②変更後の運用容量（増強前容量） 

③変更後の連系可能量（増強前容量、開始申込みをした系

統連系希望者を除く） 

増強パターン２ 増強の概要  ①応募が想定される全ての系統連系希望者が募集対象エ

リアに連系等した場合の増強工事の概要 

増強による 

連系可能量状況 

①増強パターン２の運用容量（増強後容量） 

②増強パターン２の連系可能量（増強後容量、開始申込み

をした系統連系希望者を除く） 

 

以  上 



別紙３ 負担可能上限額の考え方（例：再接続検討におけるイメージ）

・再接続検討申込みをしなかった系統連系希望者Ｅ、Ｆを除外し、再接続検討を実施。
・再接続検討の結果、系統連系希望者Ｄ及びＪの工事費負担金が負担可能上限額を超過した。
⇒系統連系希望者Ｄ、Ｊを辞退扱いとする。
⇒系統連系希望者Ｄ、Ｊを除外し、残りの系統連系希望者（Ａ～Ｃ、Ｇ～Ｉ）で
再接続検討（２回目）を実施し、全ての系統連系希望者が負担可能上限額以内であれば
その検討結果を回答する。

⇒回答の際、系統連系希望者Ｄ、Ｊは負担可能上限額超過による辞退扱いになった旨を通知する。

負担不可

【２－２】再接続検討

（ある系統連系希望者の工事費負担金が、当該系統連系希望者が申告した負担可能上限額を超過する場合）

・再接続検討申込みをしなかった系統連系希望者Ｅ、Ｆを除外し、再接続検討を実施。
・再接続検討の結果、全ての系統連系希望者の工事費負担金が負担可能上限額以内となった。

⇒再接続検討完了とし、検討結果を回答する。

【２－１】再接続検討（全員の工事費負担金が負担可能上限額以内の場合）

特定負担（工事費負担金）

一般負担

A B C D E F G H I J

未
申
込
み

負担可能上限額申告値

【１】 再接続検討申込み

・再接続検討申込み時に各系統連系希望者は負担可能上限額を申告する。
（図では系統連系希望者Ｅ、Ｆは再接続検討申込みをしなかった場合として
いる）

金
額

未
申
込
み

A B C D G H I J

金
額

※ここでは一般負担は4.1万円/kW未満とする

応募申込みをした系統連系希望者

特定負担（工事費負担金）

一般負担

A B C D G H I J

金
額

※ここでは一般負担は4.1万円/kW未満とする

負担不可
系統連系希望者Ｄ、Ｊを除外した残りの
系統連系希望者（Ａ～Ｃ、Ｇ～Ｉ）で再
接続検討を実施する。



別紙４ 全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の完了前に連系可能量がある場合について 

 一般送配電事業者及び配電事業者は、次に示す事例のように全ての系統連系希望者が共用する設

備の増強工事の完了前に連系可能量がある場合には、当該連系可能量の範囲内の系統連系順位の

系統連系希望者を、当該増強工事の完了前であっても連系可能とし※1、2、3、再接続検討回答に合わ

せて当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。ただし、技術検討を行う場合は、再度同様の

検討を行い、変更があるときは技術検討回答時にその旨通知する。 
 
〔事例１〕全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事が複数の工事で成り立っている場合で、

一部の工事が完了すると連系可能量が一部増加する場合 

 
 
〔事例２〕一括検討の開始以降に既契約申込者が契約申込みを取り下げた等により、連系可能量が

生じる場合 

 
以  上 

                                                   
※1：系統連系希望者が実際に連系するにあたっては、当該系統連系希望者の連系に必要な電源線工事や

その他共用設備工事等が完了している必要がある。 

※2：系統連系希望者の最大受電電力が、全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の完了前の連

系可能量から当該系統連系希望者よりも系統連系順位が上位の系統連系希望者の最大受電電力の合

計値を控除した連系可能量を超過する場合には、原則として、当該増強工事の完了前に連系等を行

うことはできない（事例１において、系統連系希望者Ｃが連系できない）。 
※3：連系可能量が生じる場合においても、熱容量以外の要因（電圧変動面等）により、全ての系統連系

希望者が共用する設備の増強工事の完了前に連系等を行うことができない場合がある。 



 

別紙５．申込者情報を用いた一般計算例 

一般送配電事業者及び配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者の事業性判断等の一助

となるよう一括検討全体の工事概要、連系可能量、工事費及び他の応募申込みを受付した系統連系希

望者の情報（最大受電電力、連系電圧、連系点等）を接続検討回答書に添付する。系統連系希望者

は、添付された資料を基に他の系統連系希望者の辞退を考慮した負担金の規模感を判断する。 

 本資料は、系統連系希望者が負担金の規模感を想定するための一助となるよう、提示された情報

（例）を用いた一般的な計算例を示している。 

 

【例１】 

系統連系希望者が提示された情報（例）のＧ１である場合、以下のように工事費負担金の上限額

（必要な工事を一系統連系希望者にて負担）を計算することができる。 

①１５４ｋＶ／６６ｋＶ 変圧器増強工事の単独負担：１５億円 

②６６ｋＶ ○線一部増強工事の単独負担：１０億円 

③電源線の単独負担：５億円 

合計：３０億円 

 

【例２】 

系統連系希望者が提示された情報（例）のＧ１である場合、以下の計算によって工事費負担金の下

限額（必要な工事を全ての系統連系希望者にて負担）を計算することができる。 

①１５４ｋＶ／６６ｋＶ 変圧器増強工事の共同負担：１５億円×１０ＭＷ※1÷４０ＭＷ※2 

②６６ｋＶ ○線一部増強工事の単独負担：１０億円×１０ＭＷ※1÷３０ＭＷ※2 

③電源線の単独負担：５億円×１０ＭＷ※1÷２０ＭＷ※2 

合計：９．５８億円 

  ※1 Ｇ１の最大受電電力 

  ※2 当該設備を共用する系統連系希望者の最大受電電力合計値 

 

【工事概要、連系可能量、工事費】                       

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

154kV 

66kV 

66kV 

33kV 

②66kV ○線一部増強工事 
+20MW 
（特定 10億円、一般 5億円） 

G3 

G１～G4 が申込電源 

（すべて 10MW） 

③電源線（特定 5億円） 

G4 

G1 

G2 

※連系点は、線路名称、変電所名 
（例：〇〇線、□□変電所▲kV母線）等を記載する。 

【凡例】 
A:連系前の連系可能量 
B:増強後の連系可能量 

A:１５MW 

B: ５MW 

A: ２MW 
B:１２MW 【Ｇ１に提示する申込状況例】 

①154/66kV 変圧器増強工事 
＋50MW（特定 15億円、一般 5億円） 

提示された情報（例） 



ＦＡＱ 

【Ｑ１】計算例ではなく、実際の系統において算定した負担金の下限額を教えてほしい。 

【Ａ１】一部応募者が連系できない規模の回答においては、一括検討の手続等に規定されているとお

り、工事費負担金概算の一例を一義的に提示することよりも速やかに回答することを志向し

ております。 

負担金は系統連系希望者の最大受電電力の比により算定されますが、そのためには連系等

を行う系統連系希望者を決定する必要があります。しかし、接続検討の段階においては連系

等を行う系統連系希望者の組み合わせが非常に多いため、御社の負担金が最小となる組み合

わせを決定するために時間を要しますし、全ての系統連系希望者に同様の対応を行うと膨大

な時間を要します。プロセス短縮化の主旨にご理解ご協力いただくようお願いいたします。 

なお、御社が共用する設備を共用する他の系統連系希望者の最大受電電力を小さい順に積

上げていくことを考慮することで、負担金の下限額に近づく傾向があります。 

 

【Ｑ２】負担金の最大額を教えてほしい。 

【Ａ２】接続検討の回答において御社が共用する設備の工事費負担金概算を合計した額が負担金の 

最大額になります。 

ただし、増強工事の規模は一括検討の手続等に規定されている考え方にしたがい選定され

ており、一般的に複数の系統連系希望者が連系等を行う規模となっております。再接続検討

の結果、御社が単独で連系等を行うことになり、増強工事の規模が見直された場合、接続検

討の回答において提示された工事費負担金概算よりも小さい額になる傾向があります。 

 

【Ｑ３】増強工事の規模はどのように選定したのか。 

【Ａ３】全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の代替案として極力多数の応募申込みを受

付した系統連系希望者が連系等を行える増強工事（工事費充足の蓋然性が高い増強工事）の

規模については、必要な工事費が充足される蓋然性が高いと見込まれる規模のうち最大規模

としています。 

    また、一部の系統連系希望者が共用する設備（その他共用設備）の工事の規模は、その他共

用設備を共用する全ての系統連系希望者が連系等を行うことができる最も合理的な規模とし

ています。 

 

以  上 



別紙６ 超過事業者が連鎖する場合における、負担可能上限額を変更するイメージ
（例：接続検討⇒再接続検討におけるイメージ）

A B C D E F G H I J

特定負担（工事費負担金）

一般負担

A B C D E F G H I J

未
申
込
み

負担可能上限額申告値

【１】 接続検討結果回答

A B C D G H

・未申込み事業者Ｅ、Ｆを除外し、
再接続検討（１回目）を実施。

・再接続検討（１回目）の結果、事業者Ｉ及びＪが負担不可
（工事費負担金＞負担可能上限額）となった。

A B C D G H I J

・再接続検討（１回目）で負担不可となる超過事業者Ｉ、Ｊを除外し、
再接続検討（２回目）を実施。

・再接続検討（２回目）の結果、更に系統連系希望者Ｇ、Ｈが負担不可と
なった。

・超過事業者Ｉ、Ｊに負担可能上限額の変更を確認。

【２】 再接続検討申込み

【３】 再接続検討（１回目）

応募申込みした系統連系希望者

・系統連系希望者Ｅ、Ｆは事業を断念し、
再接続検討に申し込まなかった

【４】 再接続検討（２回目）

（注意）
・再接続検討（２回目）の結果、事業者Ｇ、
Ｈを含む全系統連系希望者が負担可（工
事費負担金＜負担可能上限額）となる場
合は、負担可能上限額の変更を確認を実
施しない。

・この場合、再接続検討（２回目）の結果
をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈに回答。系統
連系希望者Ｉ、Ｊは辞退扱い。

・系統連系希望者へ
接続検討結果を回答

A B C D G H I J
A B C D G H I J

A B C D G H

負
担
不
可

再接続検討（２回目）の結果

【５】 負担可能上限額の変更確認

・超過事業者Ｉ、Ｊに再接続検討（１回目）の工事費負担金及び
不足額を通知のうえ、負担可能上限額の変更確認を実施。

不足額

（注意）
・負担可能上限額変
更の意思表明は、
１５営業日以内

・負担可能上限額を
変更する場合は、
追加デポジットを
入金（請求後５営
業日以内）

【６-１】超過事業者Ｉ、Ｊが変更可の場合

・超過事業者Ｉ、Ｊの負担可能上限額の変更が認められ、事業者Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊに再接続検討（１回目）の結果を回答。

【６-２】事業者Ｉ、Ｊのいずれか、もしくはいずれも変更不可の場合

A B C D G H I J

辞
退
扱
い

・超過事業者Ｉ、Ｊの負担可能上限額の変更は認められず、辞退扱い
・超過事業者Ｉ、Ｊを除外し、再接続検討（２回目）の状況となる

再接続検討（１回目）の結果

再接続検討（１回目）の結果再接続検討（１回目）の結果

（注意）
・追加デポジットの入
金がない場合、不足
する場合は超過事業
者Ｉ、Ｊは辞退扱い
となる（【６-２】
と同じ）

・再接続検討（２回目）の状態では、
事業者Ｇ、Ｈが負担不可となるた
め、事業者Ｇ、Ｈを除外し、再接
続検討（３回目）を実施する。

・以降、【４】～【６】を繰り返す。

変更後の負担可能上限額

辞
退
扱
い

負
担
不
可

未
申
込
み

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

上
限
額
変
更

上
限
額
変
更

※ここでは一般負担は4.1万円/kW未満とする



別紙７ リプレースに該当する発電設備等の全部の変更について 

 

リプレースに該当する「発電設備等の全部の変更」の内容を、電源種別ごとに、下表のとお

り示す。例えば、火力電源の場合、発電機、タービン、ボイラ、復水器及び冷却塔の全ての設

備を変更（更新を含む。）するときに、原則としてリプレースに該当する。 

 

電源種別 発電設備等の全部の変更 

火力 発電機、タービン、ボイラ、復水器、冷却塔 

水力 発電機、水車、水圧鉄管 

太陽光 太陽光パネル、逆変換装置 

風力 発電機、風車、逆変換装置（装置が具備されている場合に限る。） 

バイオマス 発電機、タービン、ボイラ（ガス化炉）、復水器、冷却塔 

原子力 発電機、タービン、原子炉、復水器 

地熱 発電機、タービン、復水器、冷却塔 

 

以 上 



別紙８　一般送配電事業者及び配電事業者が関わる場合の一括検討の標準的な流れ

※1 申込時に負担可能上限額を申告し、保証金を入金する。

※3 辞退による再度の技術検討等の理由により期間が変更となる場合がある。
※4 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は容量確保を行う。
※5 開始・結果公表については、一般送配電事業者が主体となって公表を行う。

配電事業者は、一般送配電事業者公表内容に準じた内容を自社のHPで公表する。
※6 開始公表から対象範囲のアクセス受付不可とし、一括検討完了後、受付を再開する。 
※7 配電事業者エリアからの募集が無かった場合は、別紙10に示す流れに沿って進める。
※8 検討料、保証金、負担金等は窓口の一般送配電事業者又は配電事業者が一括で受領する。

なお、一般送配電事業者及び配電事業者間のこれら取扱については、当事者間で別途定める。
※9 当機関受付については別紙1の通り行う。

※2 負担可能上限額を増額する場合は、必要となる追加の保証金を入金する。

一般送配電事業者

最短12か月

程度
※3

一括検討の完了

結果公表

工事
着手

連系等に必要となる
契約手続き

2
0
営
業
日

契約申込み・受付・
工事費負担金補償契約

の締結

（

必
要
に
応
じ
て
）

6
か
月
程
度
又
は

合
意
し
た
期
間

（必要に応じて）
技術検討・現地調査

契約申込みの結果回答
連系承諾

1
か
月

工事費負担金契約の締結
工事費負担金入金

2
0
営
業
日

事業性判断・
再接続検討申込み・

受付

3か月
程度

再接続検討

実施ステップ・スケジュール 本機関 配電事業者 系統連系希望者

一括検討の開始申込み

1か月
程度

開始の公表

2か月
程度

応募申込みの受付

3か月
程度

接続検討

契約申込み受付締切※4

(4.3)応募受付締切※4

(5.1)接続検討

配電事業者エリアからの

(4.2)応募

(5.2)接続検討結果回答

事業性判断

(8.1)工事費負担金契約の締結※8

配電事業者エリアからの

(6.1)申込み※1

再接続検討受付締切※4

再接続検討受付開始

(7.4)契約申込みの結果回答、連系承諾通知

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

配電事業エリアからの

(2.1)開始申込み内容確認

申込受付

(3.1)開始公表※5、6

(4.1)応募受付開始※4

(6.2)再接続検討

(6.3)再接続検討結果回答

事業性判断

配電事業者エリアからの

(7.1)申込み※2

契約申込み受付開始

工事費負担金補償契約の締結※8

技術検討、
現地調査要否

配電事業者エリアからの

(8.2)工事費負担金入金
入金確認※8

(9)一括検討の完了※6

結果公表※5結果確認

連系等に必要となる契約手続き

対象範囲の確認・開始判断※4

受付

一般送配電事業者エリアからの

(4.2)応募

内容確認
一般送配電事業者エリアからの

(2.1)開始申込み

申込受付

受付

開始確認

(5.1)接続検討

受付

受付
一般送配電事業者エリアからの

(6.1)申込み※1

一般送配電事業者エリアからの

(7.1)申込み※2

受付

受付

技術検討、
現地調査要否

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

一般送配電事業者エリアからの

(8.2)工事費負担金入金
入金確認※8

(6.2)再接続検討

要要

否否

依頼

回答

依頼

回答

依頼

回答

ケース１※7



別紙９　一般送配電事業者及び配電事業者が関わる場合の一括検討の流れ（ケース１）

※1 申込時に負担可能上限額を申告し、保証金を入金する。

※3 辞退による再度の技術検討等の理由により期間が変更となる場合がある。
※4 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者は容量確保を行う。
※5 開始・結果公表については、一般送配電事業者が主体となって公表を行う。

配電事業者は、一般送配電事業者公表内容に準じた内容を自社のHPで公表する。
※6 開始公表から対象範囲のアクセス受付不可とし、一括検討完了後、受付を再開する。 
※7 配電事業者エリアからの募集が無かった場合は、別紙10に示す流れに沿って進める。
※8 当機関受付については別紙1の通り行う。

系統連系希望者

事業性判断・
再接続検討申込み・

受付

2か月
程度

応募申込みの受付

一括検討の開始申込み
開始の公表

実施ステップ・スケジュール 本機関 配電事業者 一般送配電事業者

※2 負担可能上限額を増額する場合は、必要となる追加の保証金を入金する。

（

必
要
に
応
じ
て
）

6
か
月
程
度
又
は

合
意
し
た
期
間

（必要に応じて）
技術検討・現地調査

契約申込みの結果回答
連系承諾

1
か
月

工事費負担金契約の締結
工事費負担金入金

別紙８の流れで進める過程において、一般送配電事業者および配電事業者が応募受付を開始した結果、配電事業者エリアからの応募が無い場合、以下の流れ
で進める。

最短12か月

程度※3

一括検討の完了

結果公表

工事
着手

連系等に必要となる
契約手続き

3か月
程度

再接続検討

2
0
営
業
日

契約申込み・受付・
工事費負担金補償契約

の締結

3か月
程度

接続検討

2
0
営
業
日

契約申込み受付締切※4

(5.1)接続検討

(5.2)接続検討結果回答

事業性判断

(8.1)工事費負担金契約の締結

再接続検討受付締切※4

再接続検討受付開始

(7.4)契約申込みの結果回答

連系承諾通知

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

(6.2)再接続検討

(6.3)再接続検討結果回答

事業性判断

契約申込み受付開始

工事費負担金補償契約の締結

技術検討、
現地調査要否

一般送配電事業者からの

(8.2)工事費負担金入金
入金確認

(9)一括検討の完了※6

結果公表※5結果確認

連系等に必要となる契約手続き

受付
一般送配電事業者エリアからの

(6.1)申込み※1

一般送配電事業者エリアからの

(7.1)申込み※2受付

要

否

別紙８で進める過程において、配電事業者からの応募申込みが無い場合は以下の流れで進める。

なお、［一括検討の開始申込み］から［応募受付締切］までの流れは、別紙８と同様のため省略。



別紙10　一般送配電事業者及び配電事業者が関わる場合の一括検討の流れ（ケース２）

※1 申込時に負担可能上限額を申告し、保証金を入金する。

※3 辞退による再度の技術検討等の理由により期間が変更となる場合がある。
※4 連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は容量確保を行う。
※5 開始・結果公表については、配電事業者が行う。
※6 開始公表から対象範囲のアクセス受付不可とし、一括検討完了後、受付を再開する。 
※7 一般送配電事業者及び配電事業者間のこれら取扱については、当事者間で別途定める。
※8 当機関受付については別紙1の通り行う。

2か月
程度

応募申込みの受付

実施ステップ・スケジュール 本機関 一般送配電事業者 配電事業者 系統連系希望者

一括検討の開始申込み

2
0
営
業
日

事業性判断・
再接続検討申込み・

受付

1か月
程度

開始の公表

※2 負担可能上限額を増額する場合は、必要となる追加の保証金を入金する。

（

必
要
に
応
じ
て
）

6
か
月
程
度
又
は

合
意
し
た
期
間

（必要に応じて）
技術検討・現地調査

契約申込みの結果回答
連系承諾

1
か
月

工事費負担金契約の締結
工事費負担金入金

配電事業者エリアからの開始申込みを配電事業者が受付、対象範囲の確認を一般送配電事業者及び配電事業者間で行った結果、一括検討の対象となりえる
設備が配電事業者が運用する設備しかない場合(一般送配電事業者が所有する設備において増強工事が発生しない場合）は、以下の流れで進めることが出来
る。（系統連系希望者の応募によっては、上位系統が一括検討の対象となりえることも考慮して判断すること。）

最短12か月

程度
※3

一括検討の完了

結果公表

工事
着手

連系等に必要となる
契約手続き

3か月
程度

再接続検討

2
0
営
業
日

契約申込み・受付・
工事費負担金補償契約

の締結

3か月
程度

接続検討

契約申込み受付締切※4

(4.3)応募受付締切※4

(5.1)接続検討

配電事業者エリアからの

(4.2)応募

(5.2)接続検討結果回答

事業性判断

(8.1)工事費負担金契約の締結

配電事業者エリアからの

(6.1)申込み※1

再接続検討受付締切※4

再接続検討受付開始

(7.4)契約申込みの結果回答

連系承諾通知

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

配電事業エリアからの

(2.1)開始申込み内容確認

申込受付

(3.1)開始公表※5、6

(4.1)応募受付開始※4

(6.2)再接続検討

(6.3)再接続検討結果回答

事業性判断

配電事業者エリアからの

(7.1)申込み※2

契約申込み受付開始

工事費負担金補償契約の締結

技術検討、
現地調査要否

配電事業者エリアからの

(8.2)工事費負担金入金
入金確認※7

(9)一括検討の完了※6

結果公表※5

結果確認

連系等に必要となる契約手続き

対象範囲の確認・開始判断※4

受付

開始確認

受付

受付

要

否

暫定容量確保

暫定容量確保

暫定容量確保

暫定容量確保

結果確認

(5.1)接続検討
依頼

回答

(6.2)再接続検討
依頼

回答

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

依頼

回答



別紙１１ 別紙８～別紙１０で進める場合における一括検討対象設備の例（１/２）
①［別紙８一般送配電事業者及び配電事業者が関わる場合の一括検討の標準的な流れ］の例

一括検討開始申込者（系統連系希望者）
Or

一括検討応募者

６６ｋV
⇐ 増強範囲

一般送配電事業者エリア

一括検討開始申込者（系統連系希望者）
Or

一括検討応募者

⇐ 増強が伴う場合あり

配電事業者エリア

６ｋV

一括検討開始申込者（系統連系希望者）
Or

一括検討応募者

６６ｋV
⇐ 増強範囲

一般送配電事業者エリア

一括検討開始申込者（系統連系希望者）
Or

一括検討応募者

６ｋV

一括検討開始申込者（系統連系希望者）
Or

一括検討応募者

６６ｋV

⇐ 増強範囲

一般送配電事業者エリア

一括検討開始申込者（系統連系希望者）
Or

一括検討応募者

６ｋV

配電事業者エリア

配電事業者エリア

一
括
検
討
完
了
ま
で
ア
ク
セ
ス
受
付
不
可
と
な
る
範
囲

一
括
検
討
完
了
ま
で
ア
ク
セ
ス
受
付
不
可
と
な
る
範
囲

一
括
検
討
完
了
ま
で
ア
ク
セ
ス
受
付
不
可
と
な
る
範
囲

別紙８の流れで進める一般送配電
事業者と配電事業者が関わる場合
の標準的な例を左記に示す。



別紙１１ 別紙８～別紙１０で進める場合における一括検討対象設備の例（２/２）

②別紙９【ケース１】の例

一括検討開始申込者（系統連系希望者）

６６ｋV
⇐ 増強範囲

一般送配電事業者エリア

配電事業者エリア

６ｋV

６６ｋV

⇐ 増強範囲

一般送配電事業者エリア

一括検討開始申込者（系統連系希望者）

６ｋV

配電事業者エリア

一
括
検
討
完
了
ま
で
ア
ク
セ
ス
受
付
不
可
と
な
る
範
囲

一
括
検
討
完
了
ま
で
ア
ク
セ
ス
受
付
不
可
と
な
る
範
囲

一括検討応募者

③別紙１０【ケース２】の例

一括検討応募者

別紙８の標準的な流れで進める過
程において、応募受付を行った結
果、配電事業者エリアからの応募
が無い場合が該当する。（ただし、
応募が無かった場合でも、引き続
き配電事業者エリアは上位系統の
一括検討プロセスの範囲に含まれ
るため、一括検討完了まで受付不
可となる）

配電事業者エリアからの開始申込
みを配電事業者が受付、一括検討
対象範囲の確認を一般送配電事業
者及び配電事業者間で行った結果、
一括検討の対象となりえる設備が
配電事業者が運用する設備しかな
いことが明らかであることを一般
送配電事業者及び配電事業者で確
認した場合が該当する。（系統連
系希望者の応募によって上位系統
が一括検討の対象となる可能性が
ある場合は、「別紙８一般送配電
事業者及び配電事業者が関わる場
合の一括検討の標準的な流れ」に
基づく実施が必要）


